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組 織 の 概 要

 事 業 所 名 　株式会社　栗木工務店

　本　　　　社　：　福岡県久留米市国分町1636-2

　機材センター　：　福岡県久留米市荒木町藤田字笹尾1352-48

 環 境 管 理 責 任 者 　（正）企画設計室長　鶴　栄一　（副）事業部課長　松﨑幸一 　

　総務部　藏内正博

　総務部　中野 まい

　ＴＥＬ　　：　0942-22-5678

　ＦＡＸ　　：　0942-22-3555

　ＭＡＩＬ　：　kuriki@kuriki-k.com

　建築工事業　　　：　福岡県知事許可（特-4）第８１９０号

　土木工事業　　　：　福岡県知事許可（特-4）第８１９０号

　事業年度　：　7月～翌年6月

単位 R3 R4

百万円 1,101 2,145

人 17 18

㎡ 1,013 1,013

㎡ 575 575

㎡ 1,588 1,588

 代 表 者 氏 名

 所在地（ 対象組織 ）

 事 務 局 担 当 者

 連 絡 先

 事業の概要（ 対象活動 ）

 事 業 の 規 模

　代表取締役副社長　竹藤 年雄

単位

売上高

従員数

床面積合計

本社床面積

機材ｾﾝﾀｰ床面積
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対 象 組 織

従業員数　18名

認証・登録範囲

対象範囲：全組織

事業活動：建設工事の請負ならびに企画・設計・監理

藏内 正博 中野 まい

環境管理責任者、各部

門の長、EA21事務局の

要員

事業部門（15名）

部門長：藏内 正博 部門長：野瀬 幸雄

建設現場

EA21委員会

代表者

代表取締役副社長　竹藤 年雄

環境管理責任者

（正）鶴栄一（副）松﨑幸一

総務部門（3名）

EA21事務局
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環 境 経 営 方 針

【　基本理念　】

　　当社は、環境保護の重要性を理解し、建物を造ることを通して環境負荷削減に注力し、

　　「良き企業市民」として全社員で環境保全活動に貢献するとともに、環境経営の継続的

　　改善に努めます。

【　行動指針　】

　　1.　車両のエコドライブの推進や、電気使用量の削減で二酸化炭素排出量を削減します。

         

　　2.　一般・産業廃棄物の分別・リサイクルを徹底します。

　　3.　節水を心掛け、水使用量を削減します。

　　4.　建設資機材・事務用品等のグリーン購入を推進します。

　　5.　環境に配慮した工事を実施します。

　　6.　地域貢献活動を推進します。

　　7.　関係する環境関連法規を遵守します。

株式会社　栗木工務店

代表取締役副社長　竹藤　年雄

令和2年6月30日

4



単 位 該 当
令和2年度

実績

60,940 以下 60,325 以下 59,709 以下 59,094 以下

28,133 以下 27,849 以下 27,564 以下 27,280 以下

32,808 以下 32,476 以下 32,145 以下 31,813 以下

35,379 以下 35,021 以下 34,664 以下 34,307 以下

5,453 以下 5,398 以下 5,343 以下 5,288 以下

14,131 以下 13,989 以下 13,846 以下 13,703 以下

2,615 以下 2,588 以下 2,562 以下 2,535 以下

51.5 以下 51.0 以下 50.4 以下 49.9 以下

6 地域貢献活動の推進 回 全社 0

備考　：（　）内％、回は、令和2年度の実績をﾍﾞｰｽとしての削減率又は増加率を示す。

　　    ： 電気使用量の削減における令和2年度の実績については、㈱ｱﾒﾆﾃｨ電力の0.437㎏/kwhを使用

2 2 2 2

28 29 3027

5 環境に配慮した工事の実施 現場 　環境経営計画通りに実施

4 グリーン購入推進 購入率(%) 本社 26

100

3 水使用量削減 ｍ３ 本社 52.0
（△ 1％） （△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

（△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

産業廃棄物再資源化率 ％ 現場 100 100 100 100

2 一般廃棄物排出量削減 kg 本社 2,641
（△ 1％）

（△ 3％） （△ 4％）

ガソリン使用量削減 L 現場 14,274
（△ 1％） （△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

（△ 1％） （△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

ガソリン使用量削減 L 本社 5,508
（△ 1％） （△ 2％）

（△ 4％）

二酸化炭素排出量削減 kg-CO2 現場 33,139
（△ 1％） （△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

（△ 2％） （△ 3％） （△ 4％）

二酸化炭素排出量削減 kg-CO2 本社 28,417
（△ 1％） （△ 2％） （△ 3％）

1

二酸化炭素排出量削減 kg-CO2 全社 61,556
（△ 1％）

電気使用量削減 kWh 本社 35,736

環 境 経 営 目 標

環 境 経 営 目 標 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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①-1　 エアコンの設定温度を決め、実行する

①-2　 使用していないパソコンの電源を切る

①-3　 昼休み時間の消灯

①-4　 照明器具、空調機フィルターの定期清掃

②-1 アイドリングストップ

②-2 急発進・急加速・急減速の禁止

②-3 不要な荷物は積まない

②-4 空気圧の適正確認チェック（1ヶ月に1回）

②-5 ふんわりアクセルエコスタート

②-6 カーエアコンの適切な使用

②-7 早めのアクセルオフ

　③　一般廃棄物排出量削減(本社) 藏内 ③-1 分別によるリサイクルの推進

④-1 分別によるリサイクルの推進

④-2 転用可能な資材の活用

　⑤　節水活動(本社) 中野 ⑤-1 節水ラベルの貼り付け

中野 ⑥-1 本社グリーン購入対象事務用品の調査購入

松﨑 ⑥-2 作業現場グリーン購入対象資機材の購入

　⑦　建設機械騒音抑制(現場) 松﨑 ⑦-1 環境配慮度の高い建設機械の使用

　⑧　地域での環境保全に貢献する(全社) 松﨑 ⑧-1 地域での環境活動に積極的に参加する

　5.環境に配慮した工事の実施（責任者：松﨑）

　6.地域貢献活動の推進（責任者：松﨑）

　2.廃棄物排出量の削減（責任者：松﨑）

　④　産業廃棄物最終処分量削減(現場) 松﨑

　3.水使用量の削減（責任者：中野）

　4.グリーン購入の推進・採用（責任者：松﨑）

　⑥　グリーン購入相当品調査・購入(本社･現場)

環 境 経 営 計 画

　1.二酸化炭素排出量の削減（責任者：中野）

　①　電気使用量削減(本社) 中野

　②　ガソリン使用量削減(全社) 中野
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環 境 経 営 目 標 の 実 績

※使用電力の二酸化炭素排出量は、㈱ｱﾒﾆﾃｨ電力の令和2年度実排出係数0.437ｋｇ-CO2/ｋｗｈを使用して算出した。

※削減が目標の項目の目標達成率は【(目標値-実績値）/目標値+1】に100を掛けて算出した。

※増加が目標の項目の目標達成率は【(実績値-目標値）/目標値+1】に100を掛けて算出した。

※目標達成の判定は、達成率が100％以上は、○、100％未満～90％以上は、△、90％未満は、×とした。

目　　標 単　位 達成率 判定

二酸化炭素排出量削減

全　社 月平均 5,027 月平均 5,290

二酸化炭素排出量削減

本　社 月平均 2,321 月平均 2,120

二酸化炭素排出量削減

現　場 月平均 2,706 月平均 3,170

電気使用量削減

本　社 月平均 2,918 月平均 3,066

ガソリン使用量削減

本　社 月平均 450 月平均 337

ガソリン使用量削減

現　場 月平均 1,166 月平均 1,366

一般廃棄物排出量削減

本　社 月平均 216 月平均 178

産業廃棄物再資源化率

現　場 月平均 100 月平均 100

水使用量削減

本　社 ２ヵ月平均 9 ２ヵ月平均 9

グリーン購入推進

本　社

環境に配慮した工事の実施

現　場

地域貢献活動

全　社

〇

- 100% 〇

購入率(%) 28 36 129%

〇

〇

〇

㎥
51.0 51.0

100%

％
100

L
5,398 4,046

〇

L

125% 〇

ｋｇ

13,989

2,588 2,132
118%

△

〇109%

×

×

95%

令和4年度目標

27,849

83%

60,325

△
36,796

95%

ｋｇ-CO₂
25,435

ｋWh

令和4年度実績

63,479

実施 実施

32,476 38,043

ｋｇ-CO₂

ｋｇ-CO₂

16,398
83%

回 2 2 100%

100
100%

35,021
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　1.　全社二酸化炭素排出量削減

　　本社については、目標を達成することができたが、現場は達成できなかった。

　　ガソリンの使用量（現場が遠距離）が原因であり、その削減を工夫したい。

　2.　本社一般廃棄物排出量削減

　　目標を達成することができた。

　　古紙回収を効果的に利用して、ｼｭﾚｯﾀﾞｰくず・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙをﾘｻｲｸﾙすることができ、

　　今後も活用し継続する。

　3.　産業廃棄物再資源化率

　　各現場もゴミの分別が徹底できており、継続する。

　4.　本社水使用量削減

　　目標を達成することができた。

　　水道周りに節水ラベルなどの表示等により、各人が節水を心掛けることができた。

　　更に削減ができるよう継続する。

　5.　本社グリーン購入推進

　　目標を達成することができた。

　　今後も再生品の把握し、購入を推進したい。

　　

　6.　現場環境に配慮した工事の実施

　　周知がなされており、各現場も低騒音の重機等が使用され徹底できた。

　　各協力業者、新規業者への呼びかけを継続したい。

　7.　全社地域貢献活動の推進

　　新型コロナウィルスの感染の影響はほぼ終息したが、部外の活動への参加に頼らず、

　　自社による地域清掃活動を年2回確実に実施して、目標を達成した。

　　今後も継続する。

　8.　次年度の取組内容

　　コロナは終息したが、引き続き燃料等の高騰の影響がでてきています。

　　引き続き厳しい環境の下、呼びかけを強化して、全員が意識できるよう取り組む。

環境経営計画の取組結果とその評価､次年度取組内容
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2023.4.24
本社前公共道路清掃

地域貢献活動の推進状況



参考資料
見える化の推進

　二酸化炭素排出量について、見える化の施策を推進している。
　本社、事務室に掲示して周知を図っている。



参考資料
見える化の推進

　　電力の使用量について、グラフにより季節の変動をを見える化した。

　　本社電力使用量と目標値を見える化した。



環 境 関 連 法 規 要 求 事 項 遵 守 状 況

一般廃棄物委託基準の遵守 適正

産業廃棄物処理の義務 適正

処理基準の遵守 適正

保管基準の遵守 適正

産業廃棄物の保管、保管の届出 該当なし

許可業者への委託 適正

委託基準の遵守 適正

排出者責任、多量排出事業者の義務 該当なし

管理票（マニフェスト票)の交付 適正

管理票（マニフェスト票)の写しの保存期間 適正

管理票（マニフェスト票)に関する知事への定期報告 適正

管理票（マニフェスト票)の写しの送付を受けるまでの期間 適正

投棄禁止 適正

焼却禁止 適正

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外 適正

建設業等を営む者の責務 適正

分解解体等実施義務 適正

届出に係る事項の説明義務 適正

請負契約に係る書面の記載事項 適正

再資源化実施義務 適正

発注者への報告等 適正

下請負人に対する元請負業者の指導 適正

再生資源の発生した工事現場での利用 適正

再資源利用計画の作成・記録・保管 該当なし

指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則 適正

再生資源利用促進計画の作成・記録・保管 該当なし

特定建設作業の事前届出 該当なし

規制基準の遵守 適正

特定建設作業の事前届出 該当なし

規制基準の遵守 適正

使用の制限 適正

適応除外 適正

特定特殊自動車を業として使用する者が守るべき指針 適正

自動車の所有者の責務 適正

使用済み自動車の引き渡し義務 該当なし

再資源化預託金等の預託義務 該当なし

特定製品の管理者の責務 適正

第一種特定製品の管理者の判断基準、指針 適正

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に 業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器で

関する法律（フロン排出抑制法） フロン類が充てんされている第一種特定製品のフロン引き渡し

（簡易点検による。） 回収依頼書、引取証明書、委託確認書の授受 該当なし

フロン類の放出禁止 適正

特定家庭用機器再商品化法 事業者及び消費者の責務 適正

（家電リサイクル法） 料金の徴収 該当なし

使用済小型電子機器等の再生資源化の 　 定義 適正

促進に関する法律（小型家電リサイクル法） 事業者の責務 該当なし

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(建設リサイクル法)

使用済み自動車の再資源化等に
関する法律（自動車リサイクル法律)

騒音規制法

当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

該当なし

第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者に対しフロン
回収料金を請求できる

該当なし

振動規制法

資源の有効な利用の促進に

関する法律（ラージリサイクル法）

特定特殊自動車排出ガスの規制等に
関する法律(オフロード法)

9



代表者による全体評価と見直しの結果

　1.　今回の取組の評価結果

　　・本社は概ね達成できた。

　　・本社の電気の使用量は、超過したが工夫することにより目標達成は可能との認識である。

　　・現場は、遠距離現場への移動がｶﾞｿﾘﾝ使用料が増加させており、工夫が必要である。

　　・上記の状況も踏まえ、引き続きエコドライブや相乗りを推奨する。

　　・グリーン購入については、購入を意識して達成できた。

　　・地域貢献活動は、新型コロナ下においても自社できる活動に切替え、着実に実施することができた。

　2.　環境経営システムの評価結果

　　・システム活動は活発、不活発な分野もあるが、意識が持続できるよう、

　　　今回も目標の数値化・見える化をすすめており、意識は浸透しつつある。

　　・朝礼及び機会を利用して積極的に注意喚起、呼びかけを継続する。

　3.　見直しの結果

　　・目標の見える化を引き続き継続して、更なる効果を期待したい。

　　・環境活動計画は主要な担当者とバックアップ体制により、組織づくり、協力体制の

　　　強化を図る。
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